
平成30年産
水稲生産実施計画書等
の受付について

問合せ：平川市農業再生協議会（農林課内）　☎44-1111（内線2174）

　水稲生産実施計画書等の受付(転作の受付)を次の
日程により実施します。当日は農協による米の予約
受付、NOSAI弘前による水稲共済受付も同時に行わ
れます。受付月日および時間を確認の上、会場まで
お越しください。

　「農業者」は需要に応じた米の生産・販売の推進に関する
要領で、実施計画書を提出することとなっています。
　また、水稲や転作作物の作付けを行う農地の把握、水稲
共済への加入申し込みも兼ねていますので、水田を所有さ
れている ( 借りている ) 農家の方全員に、提出いただくよう
お願いしています。

①平成30年産米生産数量目標等について
②水田耕作台帳
③印鑑(シャチハタ以外の認印)
※①、②は２月中旬以降に順次発送します。

平賀・尾上全地域 
平賀地域

尾上地域

◆　日　程　◆

持ち物

月日 時　間 地区名 受付会場
三町会農業研修センター

館田地区農業推進拠点施設

平賀農村婦人の家

苗生松多目的集会所

新屋多目的集会所

本町コミュニティセンター

克雪管理センター

小国コミュニティセンター

松館農業研修センター

杉館集会施設

岩館地区構造改善センター

原田農業研修センター

飛鳥会館

荒田農業研修センター

大光寺コミュニティセンター

大坊コミュニティセンター

尾崎多目的研修集会施設

広船地区構造改善センター

鳥海会館

平田森多目的集会所

小和森多目的研修集会施設

柏木町コミュニティセンター

石郷多目的研修集会施設

向陽多目的研修集会施設

唐竹多目的集会所

新館集落センター

三町会

館田

館山・松崎

苗生松

新屋

本町

葛川

小国

松館

杉館

岩館

原田

町居

荒田

大光寺

大坊

尾崎

広船

沖館

平田森

小和森

柏木町

石郷

向陽

唐竹

新館

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

13：30～ 14：15

15：00～ 15：45

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

２/27
（火）

新山地区担い手センター

八幡崎地区農業研修センター

新屋町会館

李平地区集落改善センター

南田中ふれあいセンター

日沼地区コミュニティ施設

蒲田地区担い手センター

長田地区担い手センター

高木集落会館

金屋地区多目的研修施設

尾上総合支所１階会議室

新山

八幡崎

新屋町

李平

南田中

日沼

蒲田

長田

高木

金屋

尾上・南田

中佐渡

上猿賀

西猿賀

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

13：30～ 14：30

15：00～ 16：00

17：30～ 19：00

9：00～ 10：00

10：30～ 11：30

月日 時　間 地区名 受付会場

尾上総合支所１階会議室
平賀・尾上

全地域
17：00～ 19：00

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関総合支所１階ロビー碇ヶ関
10：00～ 11：30

13：30～ 14：30

月日 時　間 地区名 受付会場

碇ヶ関地域 

※指定された日時でご都合のつかない方は随時受付いたし
　ます。

平賀・尾上地域の方
　農林課（尾上総合支所１階）　2/27（火）～3/30（金）まで
碇ヶ関地域の方
　碇ヶ関市民生活課（碇ヶ関総合支所１階）
　3/12（月）～ 3/30（金）まで

２/28
（水）

３/１
（木）

３/６
（火）

３/７
（水）

３/８
（木）

３/12
（月）

３/13
（火）

３/14
（水）

３/15
（木）

３/15
（木）

　戦後70周年に当たり、今日のわが国の平和と繁栄
の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などの遺
族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意
を表すため、償還額を年５万円に増額するとともに、
５年ごとに国債を交付することとしています。

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成27年４月
１日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻や父母など）がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給
となります。

額面25万円、５年償還の記名国債

平成27年４月１日から

※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金  
　を受けることができなくなります。
※平成27年４月１日以降に上記支給対象
　者が亡くなった場合、相続人による請
　求および受給が可能です。

支給内容

請求期間

請求窓口

平成30年４月２日まで

戦没者などの
ご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金の
請求期限が近づいています

問合せ：福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164）

※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの
　要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりま
　す。

※戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
　有していた方に限ります。

▷健康センター　　福祉課福祉総務係
▷尾上総合支所　　市民生活課市民係
▷碇ヶ関総合支所　市民生活課市民係
▷葛川支所

１ 平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
　 よる弔慰金の受給権を取得した方
２ 戦没者などの子
３ 戦没者などの①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

４ 上記１から３以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪
　 など)

支給対象者

　農業者年金は、農業者の安心で豊かな老後のためにつくられた、少子高齢化時代に
強い積立方式(確定拠出型)の公的年金制度です。

政策支援加入の場合は、保険料の国庫補助を受けることが

できます(月額保険料は２万円固定)。

保険料の額は月２万円～６万

7,000円の範囲で自由に決める

ことができ(通常加入の場合)、

自由に加入・脱退することがで

きます。

＜政策支援加入要件＞
・39歳以下
・農業所得900万円以下
・認定農業者で青色申告者またはそれらの者と家族経営協定を
　締結している者

認定農業者で青色申告者
認定就農者で青色申告者

35歳まで(25歳の場合は10年以内)に区分１の者
となることを約束した者

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、３年以内に両方を満たすことを約束し
た者

区分１または２のものと家族経営協定を締結し経
営に参画している配偶者または後継者

農業者年金に加入しませんか？

詳しくは農業委員会 ( 尾上総合支所内 ) までお問い合わせください。

１
２

国庫補助額
35歳未満 35歳以上

３

４

５

区分 必要な要件

6,000円10,000円

6,000円

6,000円 4,000円

ー

問合せ：農業委員会　事務局　☎44-1111（内線 2153）

次の要件を満たす方なら、

どなたでも加入できます。

終身年金で、80歳までは死亡一

時金があります。

支払った保険料の全額が、社会

保険料控除の対象となります。

・国民年金第１号被保険者
※国民年金保険料納付免除者を除きます。
・年間60日間以上農業に従事
・60歳未満

6,000円
6,000円

10,000円
10,000円
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